
 

 

 

 

 

令和６年３月検針分（４月請求）から、インボイス制度への対応により消費税額の計算方法が 

変更となります。現行料金は１０円未満を切捨てて請求しておりますが、変更後は１円単位の 

請求になります。「上下水道使用量のお知らせ」（検針票）についても、下記の通り金額表示が 

 変わりますのでお知らせいたします。なお、税抜の金額に変更はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道・下水道使用料の消費税計算方法の変更について 

（インボイス制度への対応による変更） 

【記載例】 家庭用 １５㎥使用の場合 
 
基本料金：水 道 2,000 円  超過料金：水 道 1 ㎥につき 210 円 

      下水道 1,500 円       下水道 1 ㎥につき 150 円 

旭町 

 

興部太郎 様 

旭町 

 

興部太郎 様 

6,622 

3,817 
347 

2,805 
 255 
 

令和６年３月検針分からの表記 令和６年２月検針分までの表記 

3,810 
340 

2,800 
 250 
 

6,610 

15 
15 
 

15 
15 
 

使用水量から算定した上下水道料金に 
10 円未満を切捨てて記載 

使用水量から算定した上下水道料金を 
1 円単位まで記載 


